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1975年生まれ 静岡県出身 法政大学大学院卒業 。
特定社会保険労務士/ISO30414リードコンサルタント/医療労務コンサルタント
CISA（公認情報システム監査人）/CFE（公認不正検査士）/プライバシーマーク審査員

株式会社ASJ取締役社長室長兼IR室長、アイテックス株式会社取締役情報セキュリティ室長

2000年に株式会社ASJに入社し、IPO（上場準備）を担当し、2003年に東京証券取引所マザーズに
上場を果たす。
その後、M&A、資金調達、株主総会の事務局を担当し、2008年に取締役に就任。
2011年より、PCIDSS、ISMS、プライバシーマークの取得に向けた取組を自社で行い、
後にセキュリティコンサルタントとして、様々なセキュリティ規格の研究を行う。
2016年より、人事給与就労パッケージソフトウェアを展開するアイテックス株式会社をASJが買収し、
2017年より、同社の取締役に就任。情報セキュリティ統括役員を担当するとともに、
2021年の社会保険労務士合格後、「医師の働き方改革」「人的資本開示」のセミナー等を担当。

2020年に社会保険労務士試験を目指す際に「にぃ猫」として立ち上げたLINEグループが100名突破。
合格後も引き続き受験生のサポートを行う。
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もう一度、目的を確認しましょう！

✅ 頻出項目の記憶ポイントを総整理することにより、

基礎点を確保!

✅ 直前期の学習法を確認！

✅ メンタル面→絶対合格をイメージ
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ゴールを確認しましょう！

この道場では、頻出項目を100%に仕上げ

基礎点を確保することを目的としています

社会保険労務士として活躍するために
まず、スタートライン(合格)することです・・・!

合格者の方は、80%以上の正答率の問題を
100%回答できる人です。
レアな論点ができる人ではありません…
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合格するために必要なこと

合格するまでは、

厚生労働省の施策を信じましょう！
年金は大丈夫！少子高齢化も対策頑張っています！

色々と勉強すると、語りたくなります。
少子高齢化、女性活躍、年金問題

しかし、批判的な内容や、
不確実な将来に関する問題は出題されません。
つまり、居酒屋トークは試験に必要ない。
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労働一般の学び方

✅ とにかく、広く・薄く・高く！

✅ 選択対策を中心に

✅ 細かいところは気にしない

✅ 法律学習→白書→直前対策（統計等）

✅ 法改正は３年分を中心に



労働一般（選択式）の出題傾向①

令和元年平成３０年平成２９年

厚生労働白書
少子化社会対策白書
（人口動態統計）

能力開発基本調査A

厚生労働白書
少子化社会対策白書
（人口動態統計）

能力開発基本調査B

厚生労働白書次世代法能力開発基本調査C

就業構造基本調査次世代法労働施策総合推進法D

就業構造基本調査
厚生労働白書
（人口統計）

「外国人雇用状況」の
届出状況まとめ

E

2.52.32.2平均点

333基準点



労働一般（選択式）の出題傾向②

令和４年令和３年令和２年

障害者雇用促進法労働施策総合推進法
統計名

（雇用動向調査）
A

障害者雇用促進法厚生労働白書
統計名

（就労条件総合調査）
B

障害者雇用促進法厚生労働白書
統計名

（雇用均等基本調査）
C

労働契約法判例
（日立メディコ事件）

厚生労働白書統計名
（労働力調査）

D

労働契約法判例
（日立メディコ事件）

厚生労働白書
統計名

（就業構造基本調査）
E

2.91.51.9平均点

312基準点
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今日の講義の進め方

各法律の簡単な問題を出題
（１～２問）

各法律の解説

解説した論点の問題を出題
（３～４問）

各法律の学び方を説明



労働一般

テーマ1



【問１】労働契約法では、労働者の保護を図ること
は明文化されているが、使用者の保護は明文化され
ていない。

○

✓ 法律はあくまでも労働者の保護

使用者には義務・責務を。



【問２】労働契約法第３条第１項において、

「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場にお
ける同意に基づいて締結し、又は変更すべきものと
する。」と規定されている。

×

✓ 同意ではなく合意
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労働契約法で学ぶべきこと

✅ 目的（第１条）を意識して学ぶ

✅ 合意が必要なこと、合意でできること

✅ 有期雇用契約期間中の解雇の理解

✅ 無期転換ルールの原則



労働契約法の記憶ポイント

記憶するポイント

目的条文の赤字部分1

特に、均衡考慮の原則
ライフワークバランス

労働契約の原則2

合意が必要なこと
合意でできること

3

やむを得ない事由が必要有期雇用期間中の解雇4

東芝柳町工場事件有期労働契約の雇止め5

無期転換ルールの原則6
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労働契約法の制定の背景

就業形態の多様化で、労働者の労働条件も多様化し、
個別労働関係紛争が増加。

労働基準法は、最低労働基準を定めたものに過ぎない。
旧来の法律＋判例（判例法理）の組み合わせで対応

でも、判例法理はわかりにくい・・・

①労働契約に関する基本的理念
②労働契約に関する基本的事項
③判例法理の明文化

を行うことで、「労働者の保護」と「個別労働関係の安定」を
目指すことにした。
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令和4年個別労働紛争解決制度の施行状況
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令和4年選択式（労一の一部）
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労働契約法第１条（目的）

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約
が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働
契約に関する基本的な事項を定めることにより、合理的な労働条
件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働
者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的と
する。

①合意は大事だよ！
②労働契約法＝労働契約に関する基本的事項
③労働者の保護（使用者の保護→×）
④個別の労働関係の安定
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労働契約法第３条（労働契約の原則）

①労使対等の原則
②均衡考慮の原則
③仕事と生活の調和への配慮の原則
④信義誠実の原則
⑤権利濫用の禁止の原則

①対等ではないけど、対等を目指そう！
②カタチではなく、実態を重んじよう！
③ライフワークバランスは大事だね
④信用は大事だよ！
⑤権利は濫用してはいかんよね。。。
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労働契約法第６条（労働契約の成立）

労働者 使用者

使用者に使用されて労働を提供する義務

使用者は労働者に賃金を支払う義務

双方の合意で成立

契約内容について書面交付は求められていない。

また、労働条件を定めてなくても、
労働契約そのものは成立する。

詳細な労働条件を定めていない場合は、第７条を参照



合意が必要、合意でできること

第６条労働契約の成立

第８条労働条件の変更

第９条（不利益変更は合意無くし
てできない（例外あり））

就業規則による
労働契約の内容の変更

合意の原則の例外（第１０条）
①変更後の就業規則を労働者に周知
②就業規則の変更が、
・労働者が受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
・その他、事情に照らして合理的であるとき
①＋②で、変更後の就業規則によるものとする。
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労働契約法第１６条と第１７条第１項の違い

第１６条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

第１７条第１項
使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合
でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を
解雇することができない。

客観的に合理的な理由を欠く＋
社会通念上相当であると認められない場合

やむを得ない事由
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労働契約法第１９条１号と東芝柳町工場事件の関係

事件の内容
契約期間２ヶ月という臨時従業員としての労働契約書を取り交わし
て、当該契約を５回ないしは２３回更新後、雇止めされた。

判決の趣旨
①期間の定めのない契約と実質的に異ならない。ゆえに、その実質
に鑑み、解雇に関する法理を類推すべきである
また、
②更新を重ねて、実質上期間の定めのない契約と同質
③相互に、継続されることを期待、信頼し、契約を存続してきた。
故に、
やむを得ないと認められる特段の事情の存しない限り、期間満了を
理由として雇止めすることは、信義則上からも許されない
とした。
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無期転換ルールの原則（テキストP226～230）



【問３】労働契約法第３条第２項において、

「就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、

又は変更すべきものとする」とあるが、

この均衡というのは、正社員とパートという就業形
態が明確に分かれていれば、業務が同一であったと
しても、給与等の待遇、福利厚生や教育訓練におい
ても差をつけることが許される。

×
✓ あくまでも実態重視



【問４】労働契約は、労働者が使用者に使用されて
労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことに
よって成立するものとされており、当事者の合意、
認識等の主観的事情は、労働契約の成否に影響を与
えない。

×

✓ 当事者の合意によって成立する



【問５】最高裁判例では、「就業規則の変更による
賃金や退職金等の変更の従業者にとって重要な権利
の変更に関する合理性の有無は、就業規則の変更に
よって従業員が被る不利益の程度、会社の変更の必
要性の内容や程度、変更後の就業規則の内容自体の
相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改
善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合
又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社
会における一般的状況等を総合考慮して判断すべき
である。」としている。

○
✓ 第四銀行事件（最高裁平成9.2.28）



【問６】使用者は、期間の定めのある労働契約につ
いては、やむを得ない事由がある場合であれば、契
約期間満了前の解雇はできるとされている。しかし、
そのやむを得ない事由の立証責任は、事業者側にあ
るとされている。

○

✓ 有期雇用契約の解雇は相当にハードル高い
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労働契約法 学習のポイント

労働契約法

① 択一の１点を取ることを意識する

② 労働基準法をベースに理解する

③ 目的条文の理解（なぜ、労働契約法があるのか）

④ 有期雇用労働者を保護する法律でもある

⑤ 判例は深追い禁物



労働一般

テーマ２



【問１】女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以
外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が１
００人以下のものは、「厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性
の職業選択に資するよう、その事業における女性の
職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表
するよう努めなければならない。」と定めている。

○
✓ 常時雇用労働者１００人以下の事
業主では努力義務
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女性活躍推進法で学ぶべきこと

✅ 今の男女間差別の現状を知る

✅ 企業は何をすべきかを知る

✅ 開示項目の一部を覚える

✅ 厚生労働白書の該当部分を読む



女性活躍推進法の記憶ポイント

記憶するポイント

男女間差別の現状を知る1

第１条、第２条の概要女性活躍推進法の
目指すもの

2

100人以下努力義務
100人超、300人超の
違いを抑える

一般事業主行動計画3

えるぼし認定制度4

一部で良い
特に上場企業における
開示義務事項

女性の職業選択に資する
情報の提供項目

5



令和４年 労働力調査（基本集計）

総人数は減少しているが、女性の労働者は増加傾向にある。



ジェンダーギャップ指数2022（世界経済フォーラム）

政治参画が最も低いが、経済参画も低水準
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女性活躍推進法の目指すもの

基本原則（第２条）
①女性の採用、昇進及び雇用形態の変更等の職業生活に関する
機会の積極的な提供及びその活用
②男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能
とするための環境整備
③職業生活と家庭生活の両立に関する女性の意思の尊重

目的（第１条）
①女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進
②男女の人権の尊重
③急速な少子高齢化の進展への対応

差別はいつか無くすことを目的に制定
だから、時限立法（令和８年３月３１日まで）



一般事業主行動計画

１ 計画期間

２ 達成しようとする目標

３ 取組内容・実施時期

これらを、労働者に周知（第８条４項）、公表しなければならない（第８条５項）
また、達成は努力義務（第８条６項）100人以下の企業も努力義務（第８条７項）

常時雇用１００人超の事業主は、一般事業主行動計画を定める義務がある



令和４年厚生労働白書（P240）から（えるぼし認定）

（出処：厚生労働省資料）



女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について

（出処：厚生労働省資料）



女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ

（出処：厚生労働省資料）



企業内容等の開示に関する内閣府令（一部）



女性活躍推進法における「情報公開」の記憶ポイント

常時雇用労働者１００人超の事業主に開示義務あり

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
①管理職に占める女性労働者の割合等（全８項目）

＋
②男女の賃金の差異

「職業生活と家庭生活との両立」
③男女別の育児休業取得率等（全７項目）

３００人超
①のうち、任意の１項目＋②（必須）＋③のうち、任意の１項目

１００人超
①＋②＋③（全１６項目）のうち、任意の１項目
情報公開の義務が生じる



令和３年雇用均等基本調査

女性管理職は、12%台と伸び悩んでいる

（管理職に占める女性労働者の割合）



令和４年賃金構造基本統計調査

女性の賃金の方が、明らかに上昇は緩やかである

（男女の賃金差異）



令和３年雇用均等基本調査

男性の育児休業取得率13.97%と上昇。しかし、男女差異は大きい

（男女別の育児休業取得率）



【問２】令和３年度雇用均等基本調査によると、令
和３年１０月１日までに育児休業開始した者（育児
休業の申出をしている者も含む。）の割合は、女性
の８５．１％に対して男性は４２．０％と女性の半
分程度の低い取得率となっている。

×

✓ 半分程度だったらもう十分だろう



【問３】女性活躍推進法において、常時雇用労働者
数１００人超の一般事業主は、「その雇用し、又は
雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関
する機会の提供に関する実績」を定期的に公表しな
ければならないが、その項目に「男女の賃金の差
異」は必須項目として含まれている。

×
✓ 常時雇用労働者数３００人超



【問４】女性活躍推進法第２条において、職業生活
を営む女性が結婚等の家庭生活に関する事由により
やむをえず退職することが多いことから「女性の職
業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能
となることを旨として、行なわなければならない」
ことが明文化されている。

×
✓ 正しくは「男女」
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女性活躍推進法 学習のポイント

女性活躍推進法

① 統計、厚生労働白書で現状を把握する

② 今のトレンドの中心となる法律であると認識

③ 何を目指して、法律が存在するのかを理解

④ 条文理解よりもキーワード暗記



労働一般

テーマ３



【問１】育児介護休業法は、育児休業及び介護休業に関
する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を
容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき
措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働
者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育
又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職
の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活
との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の
増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資すること
を目的としている。

×
✓ 子の看護休暇及び介護休暇が抜けている



【問２】育児介護休業法第２５条１項では、「事業
主は、職場において行われるその雇用する労働者に
対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家
族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措
置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境
が害されることのないよう、当該労働者からの相談
に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備そ
の他の雇用管理上必要な措置を講じなければならな
い。

○
✓ 育休ハラスメント防止の根拠条文
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育児・介護休業法で学ぶべきこと

✅ 法改正ポイントをガッツリ抑える

✅ 産後パパ育休制度

✅ 介護も基礎は抑える

✅ 雇用保険法と合わせて学ぶ



育児介護休業法の記憶ポイント

記憶するポイント

白書の関連する部分
関連統計

1

いつ何が改正されたか法改正の流れ2

制度周知休業意向確認
雇用環境の整備
産後パパ育休
育児休業の分割取得

法改正の概要3

トモニンシンボルマーク4



令和４年 厚生労働白書（P160～161）

共働き世代が増加の一途を辿っており、
出産・育児には、夫の協力が欠かせなくなっているのは明らか



令和３年雇用均等基本調査

男性の育休取得率が増加しても
日数が短いケースはまだまだ多い



育児介護休業法の法改正内容

①本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出を
した労働者に対する個別の制度周知・休業
意向確認の措置
②育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
の措置
③有期雇用労働者の育児・介護休業取得要
件の緩和

令和４年４月１日施行

④出生時育児休業（産後パパ育休）の新設
⑤育児休業の分割取得

令和４年１０月１日施行

⑥育児休業取得状況の公表の義務化令和５年４月１日施行



法改正ポイント①個別制度周知・休業意向確認の義務付け

（本人or配偶者が）妊娠・出産等について
申し出した労働者

誰に？

①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申出先
③育児休業給付に関すること
④休業期間に負担すべき社会保険料の取扱い

何を？

①面談（オンライン可）
②書面交付
③FAX
④電子メール

どうやって？

第２１条の２に記載されている「待遇に関する事項」、
「賃金、配置その他の労働条件に関する事項」等の事項
については、定めること、周知も含め努力義務



法改正ポイント①個別制度周知・休業意向確認の義務付け

（出処：厚生労働省資料）



法改正ポイント②育児休業取得しやすい雇用環境整備措置

育児休業・出生時育児休業の申出が円滑に行わ
れるようにするため、以下のいずれかの措置を講じ
なければならない。

義務内容

①研修の実施
②相談体制の整備
③取得事例の収集・提供
④制度と育児休業取得促進方針の周知

何を？



法改正ポイント③有期雇用労働者の取得要件緩和

引き続き雇用された期間が１年以上
１歳６ヶ月までの間に契約が満了することが
明らかな場合を除く

育児休業

引き続き雇用された期間が１年以上
介護休業開始予定日から９３日経過日から６ヶ月
を経過するまでに契約が満了することが明らかな
場合を除く

介護休業

（出処：厚生労働省「育児・介護休業法令和３年（2021年）改正内容の解説）



法改正ポイント：令和４年１０月１日から変わる育児休業

（出処：厚生労働省「育児・介護休業法令和３年（2021年）改正内容の解説）



法改正ポイント④出生時育児休業（産後パパ育休）

出生時育児休業（産後パパ育休）

子の出生後８週間以内に４週間（28日）まで
取得可能

対象期間

原則、休業の２週間前まで
（労使協定で１ヶ月前までとすることができる）

申出期限

分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要：※）

分割取得

労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業することが
可能。

休業中の就業

※：初めにまとめて申し出ない場合、事業主は後から行われた申出
を拒むことができる



法改正ポイント⑤育児休業の分割取得

改正前育児休業改正後育児休業

原則、子が１歳（最長２歳）まで対象期間

原則、休業開始予定日の１ヶ月前まで
（１歳～１歳６ヶ月～２歳は、原則２週間前まで）

申出期限

原則、分割不可
分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

分割取得

原則、就業不可休業中の就業

育休開始日を１歳、１歳半
の時点に限定

育休開始日を柔軟化１歳以降の延長

再取得不可
特別な事情がある場合に
限り、再取得可能

１歳以降の再取得



法改正ポイント⑥：育児休業取得率等の公表義務

（出処：厚生労働省「育児・介護休業法令和３年（2021年）改正内容の解説）



仕事と介護を両立できる職場環境促進シンボル：トモニン

（出処：厚生労働省ホームページ）



【問３】育児介護休業法において、子が２歳になる
までの育児休業が認められることがあるが、その申
出の際に明らかにすることとされている休業開始予
定日は、必ず、子が１歳に達する日の翌日としなけ
ればならない。

×

✓ 法改正で柔軟化された



【問４】育児介護休業法第９条の３第１項では、事
業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった
ときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができ
ないとされているが、労働者からその養育する子に
ついて出生時育児休業申出がなされたあとに、当該
労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育
していた子について新たに出生時育児休業申出がな
された場合は、この限りではない。

○
✓ 法律は読みにくいという事例



【問５】育児介護休業法第２２条の２では、常時雇
用する労働者の数が１００名超の事業主は、厚生労
働省令で定めるところにより、毎年少なくとも１回、
その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として
厚生労働省令で定めるものを公表しなければならな
い。

×
✓ １０００人超だよ１０００人超
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育児・介護休業法学習のポイント

育児・介護休業法

① 統計、厚生労働白書で現状を把握する

② 異次元の少子化対策の先駆けになっている

③ 介護も基本をしっかり押さえる

④ 事業主側の義務、労働者側の要件を抑える
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最後に

✅ ここまで来たら、合格だけを意識する

✅ 余裕の合格は存在しない

✅ 過去問＞オリジナル問題

✅ 最後の２週間はゴールデンタイム

✅ 己を信じよ。一年間の死闘を信じよ！



Twitter:niicat_sharousi
Threads:ignis_al
Instagram:ignis_al
LINEグループ
「必勝！社労士試験合格
グループ」運営


